
平 成 2 8 年 ３ 月 3 0 日 
総務省石川行政評価事務所 

 

 地域住民の交通手段の利便性及び安全確保対策に関する 
 行政評価・監視＜調査結果に基づく改善意見の通知＞ 

 総務省石川行政評価事務所（所長：大山洋志）は、平成27年８月から28年３月まで、地域住
民の交通手段の利便性及び安全確保対策に関する行政評価・監視を実施しました。 
 その調査結果に基づき、石川行政評価事務所は、３月30日、石川運輸支局に対して改善意見
を通知しましたので、調査結果及び改善意見の概要をお知らせします。  
  
（注） この調査は、石川行政評価事務所のほかに、中部管区行政評価局、岐阜行政評価事務所及び富山行政評価事務所でも実施しました。 
   中部管区行政評価局（岐阜事務所分を含む。）及び富山事務所の調査結果の概要については、別添資料を御覧ください。 

   

〔本件照会先〕 
  総務省石川行政評価事務所 
      評価監視官  加藤 高規 
  電 話：０７６－２２２－５２４１（直） 



○ 地域住民の交通手段の利便性及び安全確保対策に関する行政評価・監視の概要 

○  マイカーの普及や過疎化に伴う利用者の減少により、民間事業者が主体に行う路線バス等の廃止、運行回数
の減少等が進み、自ら移動手段を持たない高齢者、障害者、通学者等の日常的な交通手段の確保が困難な地域
が発生 

○ 上記のような地域を有する市町村では、路線バス等を補完・代替する交通手段として、事業用自動車又は自
家用自動車を使用したコミュニティバス等の運行や、自家用自動車を使用した有償運送等を導入     

１ 

背景事情 

調査の視点 

○ 住民の利便性の確保のための取組は行われているか。 
○ 旅客運送の安全は確保されているか。 

調査の概要 

 石川行政評価事務所は、次の事項を調査 
  

【項目】    

 １ 地域公共交通会議及び運営協議会の運営状況 

 ２ 輸送の安全確保対策の実施状況 
  

  ［対象機関］ 石川運輸支局、石川県、市町（小松市・珠洲市・白山市）、NPO法人（特定非営利活動法人）（２）、 

           社会福祉法人（２）、旅客自動車運送事業者（３） 
    ［実施期間］ 平成27年８月～28年３月 



１ 地域公共交通会議及び運営協議会の運営状況 
 ○ 地域住民の生活に必要な交通手段を確保するための仕組みの適切な運用 

主な調査結果 〔報告書P２～５〕  

 市町村は、地域公共交通会議(以下｢交通会議｣という。)又は運営
協議会を主宰し、関係事業者、住民、行政により、地域住民の生活
に必要な交通手段を確保するために必要な事項を協議。 
 ３市が主宰する交通会議又は運営協議会を調査したところ、次の
とおり、適切な運営が行われていない状況がみられた。 
  

※ 珠洲市及び白山市は他の市町と共同で運営協議会を運営 

《交通会議》 

○ 書面による意見の聴取及び議決が可能とされていな

い案件について、当該取扱いを行っている 

 【３市全ての交通会議】 
 

  ※ 国土交通省が作成した交通会議ガイドラインでは、会議は原則 
   公開とされているが、特定の案件等に限り、書面により意見の聴 
   取及び議決を行うことが可能 
 

○ 「地域公共交通確保維持改善事業」の実施による自

己評価結果の公表を行っていない 

  【３市全ての交通会議】  

  ※ 地域公共交通確保維持改善事業実施要領（以下「事業実施要領」 

   という。）では、当該事業を実施した場合は自己評価を行い、結果 
   を公表する旨規定 
 
 
《運営協議会》 

○ 運営協議会の公開及び議事録の公表を行っていない  

 【珠洲市及び白山市の運営協議会】 
  ※ 国土交通省が作成した運営協議会ガイドライン及び平成23年通達 
   では、会議は原則公開とされ、主宰市町村による会議の公開及び議 
   事録の公表を規定 

所見 〔報告書P６〕  

 石川運輸支局は、交通会議及び運営協議会の適切な
運営を図る観点から、次の措置を講ずること 
 

○ 交通会議を開催して協議・議決すべき案件

について書面の郵送又は持ち回りによる意見

の聴取及び議決を行っている市町並びに議事

概要の公表を行っていない市町に対し、その

実態を把握した上で、交通会議ガイドライン

に沿って運用を行うよう助言 

２ 

○ 地域公共交通確保維持改善事業に係る事業

評価結果を公表していない市町に対し、事業

実施要領に基づき公表するよう指導するとと

もに、今後、当該事業を実施する市町に対し、

同様に公表するよう、なお一層周知 

○ 運営協議会の公開及び議事録の公表をして

いない市町に対し、その実態を把握した上で、

運営協議会ガイドライン及び平成23年通達に

沿って公開・公表するよう助言 



２ 輸送の安全確保対策の実施状況 
 ○ 自家用有償旅客運送者等に対する安全確保措置の徹底 

主な調査結果 〔報告書P18 ～23〕  

 自家用有償旅客運送者(以下｢運送者｣という。)及び旅客自動車運

送事業者(以下｢事業者｣という。)には、道路運送法施行規則等関係

法令に基づき、安全確保措置の遵守が義務付け。 

 ５運送者及び２事業者における輸送の安全確保措置の遵守状況を

調査したところ、次のとおり、遵守されていない状況がみられた。 

  

○ 勤務時間の都合上、安全な運転のための確認等をし 

 ないまま運転者が乗務している例あり【１運送者】  
  

○ 運転者の健康状態の把握を未実施 

 【２運送者】 
  

○ 車両の日常点検整備又は定期点検整備が未実施 

  【４運送者】 
  

○ 直近３年間(平成24年度分～26年度分)全ての輸送実 

 績報告書を未提出【１運送者】 

 ※ 平成26年度分：全54運送者のうち、未提出が３運送者、 

  提出期限(5月31日)を超過して提出している者が34運送者 

  

○ 輸送実績報告書で報告済みの交通事故と類似の事故 

 が未報告など、正確な交通事故件数が把握できていない 

 おそれ 【３運送者及び２事業者】 

主な所見 

 石川運輸支局は、運送者及び事業者に対し、輸送の
安全を確保する観点から、次の措置を講ずること 

〔報告書P23〕  

３ 

○ 運送者に対し、安全な運転のための確認等に係 

 る法令等の規定を改めて周知するとともに、当該 

 確認等を適切に行っていない運送者を指導 

○ 運送者に対し、運転者の健康状態を把握する重 

 要性やその実施方法等を周知するとともに、当該 

 把握を適切に行っていない運送者を指導 

○ 運送者に対し、日常点検整備や定期点検整備に 

 係る法令等の規定を周知するとともに、当該点検 

 整備を適切に行っていない運送者を指導 

○ 輸送実績報告書を法定期限内に提出していない 

 運送者に対し、当該期限を遵守するよう指導 

○ 運送者及び事業者に対し、輸送実績報告書で報 

 告すべき交通事故について、これまでの報告事例 

 や報告に当たって確認すべき事項等を周知すると 

 ともに、交通事故件数を正確に報告するよう指導 



 （参考１）地域住民の生活に必要な交通手段を確保するための仕組み 

自家用自動車を利用 

交通手段の種類 

４ 

 
 
 
 
 
 

事業用自動車を利用 

コミュニティバス、デマンドバス等 
（誰でも利用可能） 

※運行主体は一般乗合旅客自動車運
送事業者で市町村の委託により運行 
 

自家用自動車を利用 

コミュニティバス 
（市町村運営有償運送。市町村の住民やその親族等を運送） 

※運行主体は市町村 

※運行主体はＮＰＯ法人等 

公共交通空白地有償運送 
（過疎地等の公共交通機関がない地域に住む住民で、下記の 
 協議会で合意された会員を運送） 

福祉有償運送 
（障害者、要介護者等で、下記の協議会で合意された会員を 
 運送） 

導入・
運賃改     
定等 

導入・
運賃改     
定等 

地域公共交通会議 

  
 地域公共交通会議は、コミュニティバス等に
よる運送の必要性、運賃等に関する協議を行う
ため、一又は複数の市町村長等が主宰 
 
【構成員】主宰市町村長又は都道府県知事その他地方公共団体の長、一 

       般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者 

    及びその組織する団体、住民又は旅客、地方運輸局長、一般旅客 

       自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 
 

運営協議会 

 運営協議会は、公共交通空白地有償運送や福祉
有償運送の必要性、運賃等に関する協議を行うた
め、一又は複数の市町村長等が主宰 
 
【構成員】主宰市町村長又は都道府県知事その他地方公共団体の長、一般旅客自動 

    車運送事業者及びその組織する団体、住民又は旅客、地方運輸局長、一般旅客 

    自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体、運営協議会を主宰 

    する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において現に公共交通空白地 

    有償運送又は福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等 

合意 合意 

地域住民の生活に必要な旅客運送の確保 



 （参考２）輸送の安全確保措置の概要 

主な安全確保措置 説      明 旅客自動車
運送事業者 

自家用有償
旅客運送者 

点呼の実施 
（旅客自動車運送事業運輸規則第24条） 

 運転者に対して、酒気帯びの有無、疾病、疲労その他の理由により安全な運転を
することができないおそれの有無等を確認し、その記録を運転者ごとに１年間保存  

○ － 

安全な運転のための確認 
（道路運送法施行規則第51条の18） 

 運転者に対して、疾病、疲労、飲酒等の理由で安全な運転をすることができない
おそれの有無を確認し、その記録を運転者ごとに１年間保存 

－ ○ 

乗務員台帳の作成・備え置き 
（旅客自動車運送事業運輸規則第37条） 

 運転免許証の番号・有効期限・運転免許の条件、運転者の健康状態等を記載した
乗務員台帳を作成し、営業所に備え置き  

○ － 

運転者台帳の作成・備え置き 
（道路運送法施行規則第51条の19） 

 運転免許証の番号・有効期限・運転免許の条件、運転者の健康状態等を記載した
運転者台帳を作成し、事務所に備え置き 

－ ○ 

乗務員証の作成・携行等 
（一般乗用は旅客自動車運送事業運輸規則 
第37条第３項、一般乗合は同規則第42条） 

 一般乗用旅客自動車運送事業者は、当該事業者の名称、運転者の氏名、作成番
号・作成年月日、運転免許証の有効期限等を記載し、かつ運転者の写真を貼り付け
た乗務員証を作成し、運転者が携行（一般乗合旅客自動車運送事業者は、事業用自
動車内に、当該事業者の名称、運転者の氏名、自動車登録番号等を掲示） 

○ －   

運転者証の作成・掲示 
（道路運送法施行規則第51条の19第３項） 

 運送者の名称、運転者の氏名、作成番号・作成年月日、運転免許証の有効期限等
を記載し、かつ運転者の写真を貼り付けた運転者証を作成し、車内に掲示 

－ ○ 

自家用有償旅客運送自動車に関
する表示 
（道路運送法施行規則第51条の23） 

 自家用有償旅客運送自動車の両側面に、運送者の名称、「有償運送車両」の文字
及び登録番号を記載した標章を表示 － ○ 

登録証の備え置き 
（道路運送法施行規則第51条の23第３項） 

 登録年月日、登録番号等を記載した登録証の写しを自家用有償旅客運送自動車に
備え置き

－ ○ 

日常点検整備の実施 
（道路運送車両法第47条の２） 

  自動車の種別に応じて、自動車の走行距離等から判断した適切な時期や、１日１
回運行開始前に、灯火装置の点灯、制動装置の作動等の点検を実施 

○ ○ 

定期点検整備の実施 
（道路運送車両法第48条） 

 国土交通省令に基づく自動車点検基準に定める期間ごとに、かじ取り装置、制動
装置、緩衝装置、電気装置等の点検を実施 

○ ○ 

自動車事故の速報の実施 
（自動車事故報告規則第４条） 

 自動車が転覆した事故、死者又は重傷者が生じた事故等の自動車事故等があった
ときは、電話、ファクシミリ等により24時間以内においてできるだけ速やかに、そ
の事故の概要を運輸支局長等に速報 

○ ○ 

輸送実績報告書の提出 
（旅客自動車運送事業等報告規則第２条、
第２条の２） 

毎年５月31日までに、輸送実績、事故件数等を記載した輸送実績報告書を運輸支局
長等に提出 
  

○ ○ 

（注）「○」印は、安全確保措置の対象、「－」は当該措置の対象外を示す。 

５ 
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